
犯罪被害等のリスクを抱える青少年の実態について

トー横において確認されている事象

【家庭関係】 ・家族との不和 ・児童虐待 ・貧困

【学校関係】 ・友人との不和 ・いじめ ・学習面の悩み

【上記以外】 ・刺激・非日常感 ・興味本位 ・友人との付き合い

・コンプレックス等 ・明確な理由はない 等

※ 本人からの聴取のみの場合等、事実確認が困難な場合も含む。

青少年がトー横に来訪する背景等

・児童買春 ・飲酒 ・喫煙 ・オーバードーズ、リストカット等の自傷行為

・犯罪行為（暴行、窃盗、無銭飲食、違法薬物の所持等） ・特殊詐欺への勧誘 等

※ 現地での目視確認、本人からの聴取、目撃者の情報提供等を含む。

第２回
専門部会

※ 事務局において、関係行政機関にヒアリングをした結果を基に掲載。


